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登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について（通知）

登下校時における児童生徒の安全確保については，昨年１１月の広島市及び１２月の今

市市における事件を踏まえ 「登下校時における幼児児童生徒の安全確保について （平成， 」

１７年１２月６日１７文科ス第３３３号 「犯罪から子どもを守るための対策について」），

（平成１７年１２月２２日１７ス学健第１５号）等に基づき，安全管理の徹底等に取り組

まれるよう，お願いしているところです。

昨年１２月に政府が取りまとめた「犯罪から子どもを守るための対策」においては，緊

急に対策を講ずべき施策として「路線バスを活用した通学時の安全確保」が掲げられてお

ります。

この決定を受け，文部科学省では，警察庁，総務省及び国土交通省と登下校時における

， ，安全確保のための路線バス等の活用方策について検討を進めてきたところですが この度

別紙のとおり，路線バス等をスクールバスとして活用するための基本的な考え方と具体的

な取組方策について取りまとめました。

， ， ， ，つきましては 各地方公共団体におかれては 別紙を参考に 地域の実情等を踏まえて

路線バス等をスクールバスとして活用することについて，登下校時における安全確保の方



策の一つとして御検討くださいますようお願いいたします。

また，都道府県教育委員会におかれては，域内の市町村教育委員会に対して周知してい

ただくとともに，適切な対応がなされるよう御指導をお願いいたします。

なお，本件については，警察庁，総務省及び国土交通省と協議の上，本日付けで，警察

庁においては「路線バス等を活用した通学時の安全確保について （別添１）を各都道府」

県警察の長等に対して，総務省においては「登下校時における児童生徒の安全確保のため

の路線バス等の活用について （別添２）を各都道府県総務担当部長等に対して，また，」

国土交通省においては「登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用

について （別添３）を各地方運輸局等に対して，通知することとしていますので申し添」

えます。



別 紙

路線バス等をスクールバスとして活用するための

基本的な考え方と具体的な取組方策について

１．基本的な考え方

児童生徒の登下校時の安全確保のため，スクールバスによる通学方法を採用すること

は一つの有効な方法であると考えられる。

この観点からは，地域の実情等を踏まえ，路線バス等をスクールバスとして活用する

ことにより，登下校時における一層の安全確保を図ることも一つの方策として考えられ

るところである。

以下は，スクールバスによる通学方法に係る地方公共団体の選択肢を広げる観点から

示したものであり，路線バス等を活用する場合以外の方法についても，遠距離通学用に

， ，運行されているスクールバスを安全確保の観点から活用する等 地域の実情等を踏まえ

各地方公共団体において登下校時の安全確保に積極的に取り組まれることが望まれる。

（１）路線バス等のスクールバスとしての活用方法

路線バス等をスクールバスとして活用する方法としては，

①既存の路線バスを活用し，登下校時に児童生徒が通学に利用すること

②路線バス会社に委託し，登下校時にその車両をスクールバスとして運行すること

等，様々な場合が考えられる。

路線バス等をスクールバスとして活用する場合には，児童生徒が自宅と学校との間

を安全に通学できる環境整備が必要であり，そのためには，地域の実情，学校や保護

者の要望を踏まえ，運行ルート，運行回数，運行時間，停留所等を設定することが重

要となる。

（２）協議会の設置と協議会を活用した合意形成に基づく迅速な対応

地方公共団体においては，通学時の安全を確保するために路線バス等をスクールバ

スとして活用する方策等について，地域のニーズを迅速かつ効率的に把握するととも

に，合意形成を促進するためには，地域の関係者が集まり協議する「安全な登下校の

ための路線バス等の活用に関する協議会 （以下単に「協議会」という ）を設置する」 。

ことが一つの方策として考えられる （後述２．参照）。

協議会における合意事項については，必要な諸手続について処理の迅速化を図るこ

， 。とが関係省庁間で確認されており 各関係機関に対してその旨の通知がなされている



２ 「安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会」の概要．

協議会は，必要に応じて，各地方公共団体が自主的な判断に基づき設置するものであ

るが，以下は，協議会の構成員や協議事項等を参考例として示したものである。

各地方公共団体におかれては，これを参考として，地域の状況等を踏まえ，協議会を

運営していただきたい。

協議会については，概ね次のようなものが想定される。

（１）協議会の主宰者等

一又は複数の地方公共団体が共同で主宰し，庶務は関係地方公共団体の教育委

員会で処理する。

（２）協議会の目的

通学時の安全を確保するため，路線バス等をスクールバスとして活用する方策

等について検討する。

（３）構成員

原則として，以下の者又はその指名する職員により構成し，必要があると認め

るときは，その他の者を構成員に加えることができる。

議長は，原則として，関係地方公共団体の教育長とする。

関係地方公共団体の教育長

関係学校長

関係学校の保護者の代表

地域住民の代表

関係地方運輸局長又は関係地方運輸支局長

（ ， ）一般乗合旅客自動車運送事業者等関係事業者 貸切バス事業者 タクシー事業者 等

都道府県警察（所轄警察署）

関係地方公共団体の交通対策担当

道路管理者

その他必要に応じて 学識経験者 等

（４）協議事項

協議会においては，主として次の事項について協議するものとする。

①地域の実態に応じた路線バス等のスクールバスとしての活用方策

・通学路における危険箇所等を踏まえた路線バス等をスクールバスとして活

用する範囲及び形態

・運行ルート，運行回数，運行時間，運行期間，フリー乗降区間 等

・スクールバスとして活用する路線バス等の運行主体



・運賃（徴収するか否かを含む）

・事故発生時の損害賠償措置

・運営管理体制（運営経費及び費用負担を含む）

・緊急時の連絡体制 等

②協議会の協議結果に基づいて路線バス等のスクールバスとしての活用内容を

変更する場合についてはその変更事項

③協議会の協議結果に基づいて路線バス等のスクールバスとしての活用を休止

又は廃止する場合の手続き

（５）留意事項

路線バス等を活用した通学時の安全確保策について既に別途協議している場合

には，既存の協議の枠組みを活用することができる。



 
 
 
 
 

地域の実情や学校・保護者の要望を踏まえた 

路線バス等を活用した安全確保策の早期実現 

協議会を通じた合意形成による 
路線バス等を活用した通学時の安全確保の早期実現 

（想定される様々なケース） 

○既存の路線バスを活用し、登下校時に児童生徒が通学に利用するケース 

○路線バス会社に委託し、登下校時に路線バスの車両をスクールバスとして運行するケース  等  

◇路線バス等を通学時にスクールバスとして活用することは、児童生徒

の通学時の安全確保のための１つの有効な方策 

路線バス等を活用し、児童生徒が自宅と学校との間を安全に通学できる環境整備が必要。
  
                  

運行ルート（迂回路等）、運行回数、運行時間、停留所、フリー乗降区間等を 

地域の実情等を踏まえて設定することが重要。 

◇路線バス等をスクールバスとして活用するには、地域の実情に応じて、

運行ルート等の様々な点を設定することが必要 

協議会における合意形成 

 
○地方公共団体が設置（教育委員会において庶務を行う） 
○構成員：教育長（議長）、学校の校長、保護者の代表、地域住民の代表、 
     バス事業者等、地方運輸局、都道府県警、道路管理者 等 

「安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会」の設置 

合意形成を促進 

＋ 

路線バス等をスクールバス

として活用するために必要

な諸手続の弾力的取扱・迅

速な処理 

地域の実情に応じた財政的支援 

◇協議会を設置し、関係者間の合意形成を図ることにより、地域の実情

に応じた迅速な対応が可能に 

（参 考） 



原 議 保 存 期 間 ３ 年

（平成２１年１２月３１日まで）

警 視 庁 生 活 安 全 部 長 警察庁丁生企発第71号、丁規発第9号

警 視 庁 交 通 部 長 殿 平 成 １ ８ 年 ２ 月 １ ７ 日

各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁生活安全局生活安全企画課長

（参考送付先） 警察庁交通局交通規制課長

各管区警察局広域調整部長

路線バス等を活用した通学時の安全確保について

標記については、先般、「「犯罪から子どもを守るための対策に関する関係

省庁連絡会議」決定に係る各種対策の推進について」（平成１７年１２月２２

日付け警察庁丁生企発第437号、丁少発第330号、丁情対発第106号、丁規発第7

2号）により通知したところであるが、その具体的な推進方策について、警察

庁、総務省、文部科学省及び国土交通省の協議が調ったので、下記により対応

することとされたい。

なお、文部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長から各都道府県

・指定都市教育委員会教育長に対して「登下校時における児童生徒の安全確保

のための路線バス等の活用について」の通知が発出されているので、参考まで

に添付する。

記

１ 安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会への参画

安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会（以下「協議会」

という。）とは、通学時の安全を確保する観点から、路線バス等をスクール

バスとして活用する方法等について、地域の教育委員会、学校等の関係者が

協議する目的で設置されるものである。

したがって、都道府県警察においては、同協議会の構成員として積極的に

参画し、防犯上、交通管理上の観点から適切な助言、情報提供を行うととも

に、当該スクールバスの安全、かつ円滑な運行を確保し、迅速に路線バスを

スクールバスとして活用できるよう所要の措置を講ずる必要がある。

２ 路線バス等をスクールバスとして活用するための所要の措置

(1) 防犯上の措置

ア 防犯に配意した運行形態の検討

路線バス等をスクールバスとして活用するため、運行ルートや停留所



等の運行形態の変更を行う場合には、協議会の場において、子どもに対

する犯罪や声かけ事案等の発生状況のほか、利用する学童の帰宅ルート、

道路や周囲の環境等を勘案し、適切な運行が確保されるよう、防犯上の

観点からも検討すること。

イ 通学路や通学時間帯を考慮した警戒活動と地域住民等との連携

スクールバスの運行形態を把握し、通学路や通学時間帯を踏まえた警

戒活動に努めるほか、「通学路等における子どもの犯罪被害を防止する

ための諸対策の徹底について」（平成１７年１２月６日付け警察庁生企

発第１０７号、丙少発第４４号）に従い、学校、ＰＴＡ、防犯ボランテ

ィア団体、地域住民等と連携し、通学路等の点検・改善を行うほか、自

主防犯パトロールの支援など、子どもの安全に配慮した対策を推進する

こと。

(2) 交通管理上の措置

ア 交通規制の見直し等

路線バス等をスクールバスとして活用するに際し、スクールゾーンな

ど、車両通行禁止等の規制を実施している道路を通行する必要がある場

合は、当該バスが通行することについての安全性を考慮した上で、必要

に応じて交通規制の見直しを図ること。

なお、規制の見直しが可能である場合に、スクールバスの活用の開始

を要望する時期までに標識・標示の設置等の措置が間に合わないおそれ

がある場合には、措置がなされるまでの間、暫定的に通行許可で対応す

るなど、適宜適切な対応に配慮し、迅速にスクールバスの活用が実現で

きるように努めること。

イ 都道府県公安委員会に対する意見聴取への対応

路線バスをスクールバスとして活用する形態の中には、道路運送法第

１５条第１項の規定に基づく事業計画の変更に係る国土交通大臣の認可

が必要となるものも想定され、この場合、あらためて地方運輸支局長か

ら都道府県公安委員会に対して意見聴取がなされるのが通例であるが、

協議会の設置目的にかんがみ、意見聴取に係る事項については協議会に

おいて検討するものとし、意見聴取については省略すること。

ウ 停留所及びフリー乗降区間等の設置への対応

一般乗合旅客自動車運送事業者が、停留所の位置、フリー乗降区間の

設定等に係る事業計画の変更を行おうとする場合の対応についてもイに

準じて対応すること。



３ その他

協議会の参画要請等への対応については、窓口を生活安全部門に一元化す

ることとするが、協議会への参画に当たっては、生活安全部門と交通部門の

両部門においてその取り組み等につき事前に十分連携を図ること。

（本件担当）

生活安全局生活安全企画課 藤間警視

（８００－３０３１）

交 通 局 交 通 規 制 課 森前警部

（８００－５１７３）



 
別添２ 

総 官 企 第 ５ ６ 号 

総 財 調 第 ５ 号 

平成 18 年２月 17 日 

 

各都道府県総務担当部長 殿 

企画担当部長 殿 

(財政担当課、市町村担当課扱) 

 

総務省大臣官房企画課長 

総務省自治財政局調整課長 

 

 

登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について 

 

 

 登下校時における児童生徒の安全確保については、昨年１２月に政府が取り

まとめた「犯罪から子どもを守るための対策」において、緊急に対策を講ずべ

き施策として「路線バスを活用した通学時の安全確保」が掲げられております。 

 この決定を受け、文部科学省、警察庁、国土交通省及び総務省では、登下校

時における安全確保のための路線バス等の活用方策について検討を進めてきた

ところですが、この度、路線バス等をスクールバスとして活用するための基本

的な考え方と具体的な取組方策について、別紙のとおり取りまとめました。 

 つきましては、各地方公共団体におかれては、教育担当部局等とも連携をと

り、地域の実情等を踏まえて、路線バス等をスクールバスとして活用すること

について登下校時における安全確保の方策の一つとして御検討いただければ幸

甚に存じます。 

 また、貴都道府県内の市町村に対してもその趣旨を御連絡いただけるようお

願い申し上げます。 

 なお、スクールバスの運営に要する経費及び生活路線バスの維持に要する経

費については、所要の地方財政措置が講じられているところでありますが、路

線バス等をスクールバスとして活用するために必要な費用に係る地方財政措置

につきましては、地域における具体的な取組み状況を踏まえ検討することとし

ております。 



国自旅第２３７号

平成１８年２月１７日

各地方運輸局自動車交通部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車交通局旅客課長

登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について

登下校時における児童生徒の安全確保については、昨年１１月の広島市及び

１２月の今市市における事件を踏まえ 犯罪から子どもを守るための対策 平、「 （

成１７年１２月２０日関係省庁連絡会議決定 」に基づき 「犯罪から子どもを） 、

守るための対策策定に係る路線バスを活用した通学時の安全確保について（平

成１７年１２月２１日付事務連絡 」にて関係自治体の意向調査等を進めてい）

るところである。

今般 「路線バスを活用した通学時の安全確保」に係る具体的な対応方策に、

ついて、文部科学省、国土交通省、総務省、警察庁で、路線バス等をスクール

バスとして活用するための基本的な考え方と具体的な取組方策について別紙の

通り取りまとめ 安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会 以、「 」（

下 「協議会」という ）において合意形成された事項に係る道路運送法上の許、 。

認可等の手続きについては、標準処理期間の短縮等弾力的な取扱いを行うとと

もに、学校関係者等からの要請に基づいた申請事案についても可能な限り迅速

に処理することにより、地域のニーズに対応した通学路の安全確保の構築を支

援していくこととしたところである。

各地方運輸局等においては、本趣旨を十分理解頂き、各地域に設置される協

、 。議会に積極的に参画するとともに 上記取扱いについて遺漏なきを期されたい

なお、本件については、文部科学省、総務省及び警察庁と調整済みであると

ともに、社団法人日本バス協会会長及び社団法人全国乗用自動車連合会会長あ

てに別添のとおり通知したので申し添える。
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